
緑水園体育施設条例施行規則 

○緑水園体育施設条例施行規則 

昭和５８年１０月７日 

津山圏域衛生処理組合規則第１号 

改正 平成４年３月３０日規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，緑水園体育施設条例（昭和５８年津山圏域衛生処理組合条例第

１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （体育施設の利用時間） 

第２条 体育施設（以下「施設」という。）の利用時間は，次のとおりとする。ただし， 

管理者が必要があると認めるときはこれを臨時に変更することができる。 

施 設 の 名 称 利 用 時 間 

緑水園文化体育館 午前９時から午後９時まで 

緑水園小グランド 午前７時から午後７時まで 

 （休館日） 

第３条 緑水園文化体育館の休館日は，次のとおりとする。 

⑴ 毎週月曜日 

 ⑵ １２月２９日から翌年１月３日まで 

２ 管理者が必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらずこれを臨時に変更

することができる。 

 （利用等の許可） 

第４条 条例第２条第１項の規定により同項の定める行為の許可を受けようとする者

は，あらかじめ施設利用等許可申請書（様式第１号）を津山圏域衛生処理組合（以

下「処理組合」という。）に提出しなければならない。ただし，緑水園小グランドに

おいては専用利用する場合に限るものとする。 

２ 条例第２条第１項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする

者は，あらかじめ利用変更許可申請書（様式第２号）を処理組合に提出しなければ

ならない。 

３ 処理組合は，前２項の許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合に

 1 / 9 
 



緑水園体育施設条例施行規則 

は，申請者に対し施設利用等許可書（様式第３号）を交付するものとする。 

４ 条例第３条第２項の規定により許可を受けようとする者は，あらかじめ施設改造

等許可申請書（様式第４号）を処理組合に提出しなければならない。 

５ 処理組合は，前項の許可の申請に係る事項について適当と認める場合には申請者

に対し施設改造等許可書（様式第５号）を交付するものとする。 

６ 第３項の施設利用等許可書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は，直ち

に使用料を納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第５条 条例第５条による使用料の減免を受けようとする者は，施設使用料減免申請

書（様式第６号）を処理組合に提出しなければならない。 

 （利用者の遵守事項） 

第６条 利用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者が行う行事等

のために施設に立入る者も同様とする。 

 ⑴ 利用の許可を受けた施設以外の施設に立入らないこと 

 ⑵ 利用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと 

 ⑶ 火災・盗難の発生予防に留意すること 

 ⑷ 職員の指示に従うこと 

 ⑸ その他処理組合が必要と認める事項 

 （利用終了の届出） 

第７条 利用者は，施設の利用を終わったときは速やかに処理組合に届け出てその点

検を受けなければならない。 

 （施設の立入り制限等） 

第８条 処理組合は，次の各号のいずれかに該当するものに対しては施設への立入り

を拒否し，又は施設からの退去を命ずることができる。 

 ⑴ 公共の秩序を乱し，又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 

 ⑵ 施設等を損傷するおそれがあるもの 

 ⑶ その他施設の管理上支障があると認めるもの 

付  則 
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この規則は，公布の日から施行する。 

付  則（平成４年３月３０日規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の様式のうち，この規則施行の際現に存する用紙は，当分

の間所要の調整をして使用することができる。 
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申請者

TEL

円　

受　　付 係 事務局次長

使 用 料 徴 収

無

事務局長

よろしいか。

そ　　の　　他

有（最高入場料　　　　　　　　円）

アマチュアスポーツ

使　 用 　料 　金

　　備考

　1)体育館（アリーナ）

　4)小グランド

 　　2)大会議室 3)小会議室（ 和室 ）

使 用 団 体 名

使用責任者住所

次のとおり，緑水園体育施設を利用したいので，許可されるよう申請します。

利 　用　 目　 的

使用責任者氏名

平成　 　年　　 月　　 日（ 　　曜日）　　　時 ～ 　　時まで

利　 用　 施 　設

様式第１号

（許可第　　号）　

　津山圏域衛生処理組合　殿

緑水園体育施設利用等許可申請書

平成　　年　　月　　日

利 　用 　日 　時

利 用 予

定 者 数
人

処
理
事
項 許 可 条 件 等

使　用　料　金 円　済　・　未納

入場料徴収の有無

伺 係　　長 主　　幹

使 用 料 減 免 有　無（別紙のとおり）

 上記申請について，許可して

区　   　　　　分
営利宣伝を目的

としない催物
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申請者

TEL

受　　付 係 事務局次長

予 定 表 変 更

変　　　　　更

許 可 条 件 等

処
理
事
項

使用料変更徴収 円　

変 更 す る 事 項

許 　可　 番 　号

伺

様式第２号

　津山圏域衛生処理組合　殿

緑水園体育施設利用変更許可申請書

平成　　年　　月　　日

利 　用　 目　 的

事務局長

次のとおり，許可事項を変更したいので，許可されるよう申請します。

使 用 団 体 名

済　・　未決

 上記申請について，許可して

許　可　年　月　日

よろしいか。

（箇条書とする）

変 更 す る 理 由
（箇条書とする）

係　　長

使用責任者住所

使用責任者氏名

主　　幹
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申請者

TEL

円　

利 　用 　日 　時

利用予

定者数

　4)小グランド

平成　 　年　　 月　　 日（ 　　曜日）　　　時 ～ 　　時まで

　1)体育館（アリーナ） 　　2)大会議室

使 用 団 体 名

使用責任者住所

使用責任者氏名

緑水園体育施設条例第２条により許可します。

利 　用　 目　 的

津山圏域衛生処理組合

人

様式第３号

（許可第　　号）　

緑水園体育施設利用等許可書

平成　　年　　月　　日

　

3)小会議室（ 和室 ）

使 用 料 減 免 有　無（別紙のとおり）

利　 用　 施 　設

無

そ　　の　　他

入場料徴収の有無 有（最高入場料　　　　　　　　円）

営利宣伝を目的

としない催物
区　   　　　　分

　　　　・　タバコの吸いがら等の処理については，火災等の発生するおそれのないよ
　　　　　う徹底すること。

　　○　使用上の注意
　　　１）利用に際しては，緑水園体育施設条例，同施行規則を遵守すること。

　　　　・　火器（ガス湯沸器等）使用後は，火災等事故の発生するおそれのないよう
　　　　　確認を徹底すること。

使　 用 　料 　金

アマチュアスポーツ

　※ 使用を中止される場合は，使用前日までに事務局へ必ずご連絡下さい。
　　（使用中止の場合，使用料はお返し出来ません。）

　　　２）事前に利用の方法について職員と十分打合せること。
　　　３）準備，撤去，利用後の清掃等は，申請者が利用時間内に行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　電話26-1352
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体育館　電話26-5790



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　緑水園体育施設条例施行規則

 7 / 9

申請者

TEL

TEL

受　　付 係 事務局次長

使 用 料 徴 収

係　　長 主　　幹

 上記申請について，許可して

改　 造 　期　 間

改　造　の　方　法

処
理
事
項

使　用　料　金 円　

許　可　条　件

済　・　未納

事務局長

様式第４号

　津山圏域衛生処理組合　殿

緑水園体育施設改造等許可申請書

平成　　年　　月　　日

連  　絡　  場 　 所

　　１）この申請書に，改造設計書を添付すること。

　　２）施設改造等の費用は，自己負担とする。

次のとおり，緑水園体育施設等を改造したいので，許可されるよう申請します。

改　造　の　目　的

改 造 す る 施 設

よろしいか。

　備考

伺

使 用 団 体 名

使用責任者住所

使用責任者氏名

改 造 責 任 者 及 び
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申請者

TEL

使 用 団 体 名

使用責任者住所

使用責任者氏名

様式第５号

緑水園体育施設改造等許可書

平成　　年　　月　　日

そ　　　の　　　他

津山圏域衛生処理組合

許　 可　 条　 件

改　造　の　目　的

改 造 上 の 注 意

許  可  年  月  日

　１．改造の方法については，処理組合職員と充分打合せること。

　２．準備・撤去は，申請者が行うこと。

　３．施設改造等の費用は，申請者の負担とすること。

　　平成　　　年　　　月　　　日　　　　第　　　号

改　造　の　方　法

改　 造　 期 　間

緑水園体育施設条例第３条第２項により許可します。

改 造 す る 施 設
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申請者

TEL

伺 受　　付 係 事務局次長

円

利 　用 　日 　時

 減免認可を

様式第６号

　津山圏域衛生処理組合　殿

緑水園体育施設使用料減免申請書

平成　　年　　月　　日

利　 用　 施 　設

定者数

　1)体 育 館

人

事務局長係　　長

下記のとおり決定してよろしいか。

使用責任者氏名

主　　幹

利 　用　 目　 的
利用予

平成　 　年　　 月　　 日（ 　　曜日）　　　時 ～ 　　時まで

減免を受ける理由

　上記施設使用料の減免について

担当者 要 す る
決
　
定
　
欄

 使用料減免金額

意見書

使 用 団 体 名

使用責任者住所

　ので申請します。

減　 免　 金　 額

（行事の名称等）

　4)小グランド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　緑水園体育施設条例第５条の規定により，下記のとおり使用料の減免認可を受けたい

審　査

 2)大会議室 3)小会議室（ 和室 ）

結果欄

要しない
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